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○
国
土
交
通
省
令
第
八
十
一
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

三
十
二
号
）
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
高
齢
者

、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
占

用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必

要
な
道
路
の
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
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規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
路
外
駐
車
場
の
設
置
等
の
届
出
）

（
特
定
路
外
駐
車
場
の
設
置
等
の
届
出
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
一
号
様
式
に

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
一
号
様
式
に

よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
、
こ
れ
を
提
出
し
て
行

よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
、
こ
れ
を
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
変
更
の
届
出
書
に
添
え
る
図
面
は
、
変
更
し
よ

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
変
更
の
届
出
書
に
添
え
る
図
面
は
、
変
更
し
よ

う
と
す
る
事
項
に
係
る
図
面
を
も
っ
て
足
り
る
。

う
と
す
る
事
項
に
係
る
図
面
を
も
っ
て
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

路
外
駐
車
場
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め

ロ

路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め

に
必
要
な
特
定
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め

に
必
要
な
特
定
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
い
う
。
次
項

に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
（
同
令
第
三

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
（
同
令
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
い
う
。
次

条
第
一
項
に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
主
要
な
施
設

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
主
要
な
施
設

２

法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
第
二
号

２

法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
第
二
号

様
式
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
及
び
路
外
駐
車
場
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施

様
式
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
及
び
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施

設
、
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
そ
の
他
の
主
要
な
施
設
を
表
示
し
た

設
、
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
そ
の
他
の
主
要
な
施
設
を
表
示
し
た

縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図
と
す
る
。
た
だ
し
、
変
更
の
届
出
書
に
添

縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図
と
す
る
。
た
だ
し
、
変
更
の
届
出
書
に
添

え
る
図
面
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る
図
面
を
も
っ
て
足
り
る
。

え
る
図
面
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る
図
面
を
も
っ
て
足
り
る
。

（
特
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
特
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

第
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

者
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と

表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。
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図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
敷
地
の
境
界
線
、
土
地
の
高
低

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
敷
地
の
境
界
線
、
土
地
の
高
低

、
敷
地
の
接
す
る
道
等
の
位
置
、
特
定
建
築
物

、
敷
地
の
接
す
る
道
等
の
位
置
、
特
定
建
築
物

及
び
そ
の
出
入
口
の
位
置
、
特
殊
な
構
造
又
は

及
び
そ
の
出
入
口
の
位
置
、
特
殊
な
構
造
又
は

使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

の
位
置
、
敷
地
内
の
通
路
の
位
置
及
び
幅
（
当

の
位
置
、
敷
地
内
の
通
路
の
位
置
及
び
幅
（
当

該
通
路
が
段
又
は
傾
斜
路
若
し
く
は
そ
の
踊
場

該
通
路
が
段
又
は
傾
斜
路
若
し
く
は
そ
の
踊
場

を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
位
置

を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
位
置

及
び
幅
を
含
む
。
）
、
敷
地
内
の
通
路
に
設
け

及
び
幅
を
含
む
。
）
、
敷
地
内
の
通
路
に
設
け

ら
れ
る
手
す
り
並
び
に
令
第
十
一
条
第
二
号
に

ら
れ
る
手
す
り
並
び
に
令
第
十
一
条
第
二
号
に

規
定
す
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
（
以
下
単
に
「
点

規
定
す
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
（
以
下
単
に
「
点

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
と
い
う
。
）
及
び
令
第
二
十

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
と
い
う
。
）
及
び
令
第
二
十

一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
線
状
ブ
ロ
ッ

一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
線
状
ブ
ロ
ッ

ク
等
（
以
下
単
に
「
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
と
い

ク
等
（
以
下
単
に
「
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
と
い

う
。
）
の
位
置
、
敷
地
内
の
車
路
及
び
車
寄
せ

う
。
）
の
位
置
、
敷
地
内
の
車
路
及
び
車
寄
せ

の
位
置
、
駐
車
場
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用

の
位
置
、
駐
車
場
の
位
置
、
車
い
す
使
用
者
用

駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
並
び
に
案
内
設
備
の

駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
並
び
に
案
内
設
備
の

位
置

位
置

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
、
各
室
の
用
途
、
床
の
高

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
、
各
室
の
用
途
、
床
の
高

低
、
特
定
建
築
物
の
出
入
口
及
び
各
室
の
出
入

低
、
特
定
建
築
物
の
出
入
口
及
び
各
室
の
出
入

口
の
位
置
及
び
幅
、
出
入
口
に
設
け
ら
れ
る
戸

口
の
位
置
及
び
幅
、
出
入
口
に
設
け
ら
れ
る
戸

の
開
閉
の
方
法
、
廊
下
等
の
位
置
及
び
幅
、
廊

の
開
閉
の
方
法
、
廊
下
等
の
位
置
及
び
幅
、
廊

下
等
に
設
け
ら
れ
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
線

下
等
に
設
け
ら
れ
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
線

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩

の
用
に
供
す
る
設
備
並
び
に
突
出
物
の
位
置
、

の
用
に
供
す
る
設
備
並
び
に
突
出
物
の
位
置
、
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階
段
の
位
置
、
幅
及
び
形
状
（
当
該
階
段
が
踊

階
段
の
位
置
、
幅
及
び
形
状
（
当
該
階
段
が
踊

場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置

場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置

及
び
幅
を
含
む
。
）
、
階
段
に
設
け
ら
れ
る
手

及
び
幅
を
含
む
。
）
、
階
段
に
設
け
ら
れ
る
手

す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
傾
斜
路

す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
傾
斜
路

の
位
置
及
び
幅
（
当
該
傾
斜
路
が
踊
場
を
有
す

の
位
置
及
び
幅
（
当
該
傾
斜
路
が
踊
場
を
有
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を

含
む
。
）
、
傾
斜
路
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及

含
む
。
）
、
傾
斜
路
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及

び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

そ
の
他
の
昇
降
機
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用

そ
の
他
の
昇
降
機
の
位
置
、
車
い
す
使
用
者
用

便
房
の
あ
る
便
所
、
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二

便
房
の
あ
る
便
所
、
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
便
房
の
あ
る
便
所
、
腰
掛
便
座

号
に
規
定
す
る
便
房
の
あ
る
便
所
、
腰
掛
便
座

及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
（
車
椅
子
使

及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
（
車
い
す
使

用
者
用
便
房
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

用
者
用
便
房
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
あ
る
便
所
、
床
置
式
の
小
便
器
、

同
じ
。
）
の
あ
る
便
所
、
床
置
式
の
小
便
器
、

壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五

壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
の
あ
る
便
所
並

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
の
あ
る
便
所
並

び
に
こ
れ
ら
以
外
の
便
所
の
位
置
、
車
椅
子
使

び
に
こ
れ
ら
以
外
の
便
所
の
位
置
、
車
い
す
使

用
者
用
客
室
の
位
置
、
駐
車
場
の
位
置
、
車
椅

用
者
用
客
室
の
位
置
、
駐
車
場
の
位
置
、
車
い

子
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
、
車
椅

す
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
、
車
い

子
使
用
者
用
浴
室
等
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が

す
使
用
者
用
浴
室
等
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が

円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導

円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導

す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に

す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国

関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国

土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
号

土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
位
置
並
び
に
案
内
設
備
の
位

い
て
同
じ
。
）
の
位
置
並
び
に
案
内
設
備
の
位

置

置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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構
造

（
略
）

（
略
）

構
造

（
略
）

（
略
）

詳
細

詳
細

図

便
所

縮
尺
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
あ
る
便
所
の

図

便
所

縮
尺
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房
の
あ
る
便
所
の

構
造
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
、
令
第
十
四
条

構
造
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房
、
令
第
十
四
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
便
房
並
び
に
腰
掛

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
便
房
並
び
に
腰
掛

便
座
及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
の
構
造

便
座
及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
の
構
造

並
び
に
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
の
小
便
器

並
び
に
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
の
小
便
器

（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
小
便
器
の
構
造

す
る
小
便
器
の
構
造

浴
室
等

縮
尺
及
び
車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
の
構
造

浴
室
等

縮
尺
及
び
車
い
す
使
用
者
用
浴
室
等
の
構
造

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
及
び
防
火

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
及
び
防
火

上
の
基
準
）

上
の
基
準
）

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
及

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
及

び
防
火
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
防
火
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

専
ら
車
椅
子
使
用
者
の
利
用
に
供
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に
係
る

一

専
ら
車
い
す
使
用
者
の
利
用
に
供
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に
係
る

特
定
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
及
び
は
り
は
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置

特
定
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
及
び
は
り
は
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置

後
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

後
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
の
基
準
）

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
の
基
準
）

第
十
四
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
の

第
十
四
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
安
全
上
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
車
椅

一

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
車
い

子
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
位
置
に
制
御
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場

す
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
位
置
に
制
御
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
制
御
装
置
は
、
施
錠
装
置
を
有
す

合
に
お
い
て
、
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
制
御
装
置
は
、
施
錠
装
置
を
有
す
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る
覆
い
を
設
け
る
等
当
該
制
御
装
置
の
利
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
覆
い
を
設
け
る
等
当
該
制
御
装
置
の
利
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
と
す
る
こ
と
。

構
造
と
す
る
こ
と
。

二

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
す
べ

二

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
す
べ

て
の
出
入
口
の
戸
に
網
入
ガ
ラ
ス
入
り
の
は
め
ご
ろ
し
戸
を
設
け
る
等
に

て
の
出
入
口
の
戸
に
網
入
ガ
ラ
ス
入
り
の
は
め
ご
ろ
し
戸
を
設
け
る
等
に

よ
り
乗
降
ロ
ビ
ー
か
ら
か
ご
内
の
車
椅
子
使
用
者
を
容
易
に
覚
知
で
き
る

よ
り
乗
降
ロ
ビ
ー
か
ら
か
ご
内
の
車
い
す
使
用
者
を
容
易
に
覚
知
で
き
る

構
造
と
し
、
か
つ
、
か
ご
内
と
常
時
特
定
建
築
物
を
管
理
す
る
者
が
勤
務

構
造
と
し
、
か
つ
、
か
ご
内
と
常
時
特
定
建
築
物
を
管
理
す
る
者
が
勤
務

す
る
場
所
と
の
間
を
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
た
も
の

す
る
場
所
と
の
間
を
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
た
も
の

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経
路
）

第
十
四
条
の
二

令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経

（
新
設
）

路
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及

び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百

十
一
号
。
以
下
「
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
（
令
第
二
十
五
条
第
一

号
に
規
定
す
る
生
活
関
連
旅
客
施
設
に
隣
接
す
る
も
の
と
の
間
の
経
路
を
除

く
。
）
と
す
る
。

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
一

般
交
通
用
施
設
）

第
十
四
条
の
三

令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活

（
新
設
）

関
連
経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と

す
る
。

一

生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
百
八
十
号

）
に
よ
る
道
路

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に

よ
る
道
路
に
接
し
、
か
つ
、
令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
生
活
関
連
旅

客
施
設
の
出
入
口
に
接
す
る
一
般
交
通
用
施
設
の
う
ち
、
移
動
等
円
滑
化

の
措
置
が
と
ら
れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
、
市

町
村
が
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
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２

令
第
二
十
五
条
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連
経
路
を

構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
同
号
柱
書
の
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る

道
路
法
に
よ
る
道
路
に
接
し
、
か
つ
、
生
活
関
連
旅
客
施
設
の
出
入
口
に
接

す
る
一
般
交
通
用
施
設
（
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
移
動

等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め

て
、
市
町
村
が
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る

。（
令
第
二
十
五
条
第
二
号
柱
書
に
規
定
す
る
市
町
村
に
よ
る
指
定
）

第
十
四
条
の
四

令
第
二
十
五
条
第
二
号
柱
書
の
市
町
村
が
行
う
指
定
は
、
同

（
新
設
）

号
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
そ
の

他
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
に
接
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
生
活
関
連
旅
客

施
設
を
利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
通
常
利
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
、

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
為
の
届
出
）

第
十
四
条
の
五

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
五

（
新
設
）

号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類
又
は
図
面
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

行
為
の
内
容
を
示
す
旅
客
施

設
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
書
類
及
び
図
面

二

令
第
二
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

平
面
図
、
縦
断
図
、
横
断
定

規
図
そ
の
他
必
要
な
図
面

第
十
四
条
の
六

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条
の
七

法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）
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項
は
、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
届

出
に
係
る
行
為
が
令
第
二
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
し
な
く
な
る

も
の
以
外
の
も
の
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
意
匠
の
変
更
そ
の
他
の
軽
微
な
変
更
を
除
く
。

）
と
す
る
。

第
十
四
条
の
八

法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
五

（
新
設
）

号
の
三
様
式
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
施
設
設
置
管
理
者
に
よ
る
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
四
条
の
九

公
共
交
通
事
業
者
等
及
び
道
路
管
理
者
は
、
法
第
二
十
四
条

（
新
設
）

の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
旅
客
施
設

及
び
特
定
道
路
に
関
し
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
又
は
駐
車
施
設
そ
の
他
の
移
動
等
円
滑
化
の
た

め
に
必
要
な
設
備
の
有
無
及
び
そ
の
設
置
箇
所
そ
の
他
の
高
齢
者
、
障
害
者

等
が
旅
客
施
設
及
び
特
定
道
路
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
を
当

該
市
町
村
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
提
供
を
求
め
る
と
き
は
、
提
供
の
対
象
と
な
る
旅
客

施
設
及
び
特
定
道
路
の
範
囲
、
提
供
す
べ
き
事
項
、
提
供
の
様
式
、
提
供
の

期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
十

路
外
駐
車
場
管
理
者
等
、
公
園
管
理
者
等
及
び
建
築
主
等
は

（
新
設
）

、
法
第
二
十
四
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
求
め
が
あ
っ
た
と

き
は
、
特
定
路
外
駐
車
場
、
特
定
公
園
施
設
及
び
特
別
特
定
建
築
物
に
関
し

、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、

便
所
又
は
駐
車
施
設
そ
の
他
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
設
備
の
有

無
及
び
そ
の
設
置
箇
所
そ
の
他
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
特
定
路
外
駐
車
場

、
特
定
公
園
施
設
及
び
特
別
特
定
建
築
物
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

情
報
を
当
該
市
町
村
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

市
町
村
は
、
前
項
の
提
供
を
求
め
る
と
き
は
、
提
供
の
対
象
と
な
る
特
定

路
外
駐
車
場
、
特
定
公
園
施
設
及
び
特
別
特
定
建
築
物
の
範
囲
、
提
供
す
べ

き
事
項
、
提
供
の
様
式
、
提
供
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も

の
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
）

（
移
動
等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
）

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
の

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
移
動

掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
移
動

等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般

当
該
公
共
交

第
十
一
号
様
式

四

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般

当
該
公
共
交

第
十
一
号
様
式

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち

通
事
業
者
等

及
び
第
十
二
号

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち

通
事
業
者
等

及
び
第
十
二
号

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
自
動
車
タ
ー

の
主
た
る
事

様
式

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四

の
主
た
る
事

様
式

ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百

務
所
を
管
轄

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
に
よ
る
専
用

務
所
を
管
轄

三
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

す
る
地
方
運

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
設
置
し
、
又
は
管

す
る
地
方
運

る
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
い
う
。
以

輸
局
長

理
す
る
も
の

輸
局
長

下
同
じ
。
）
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
も
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般

当
該
公
共
交

第
十
三
号
様
式

五

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般

当
該
公
共
交

第
十
三
号
様
式

乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち

通
事
業
者
等

乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち

通
事
業
者
等

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
公
共
交
通
移
動

の
主
た
る
事

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
移
動
等
円
滑
化

の
主
た
る
事

等
円
滑
化
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第

務
所
を
管
轄

の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両

務
所
を
管
轄

十
三
号
に
規
定
す
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

す
る
地
方
運

等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を

す
る
地
方
運

両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
事

輸
局
長

定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通

輸
局
長

業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の

省
令
第
百
十
一
号
。
以
下
「
公
共
交
通

移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と
い
う
。
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）
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す

る
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
て

い
る
も
の

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権

限
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に

限
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に

掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

権
限

地
方
支
分
部
局

権
限

地
方
支
分
部
局

の
長

の
長

一
・
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

法
第
二
十
四
条
の
六

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ
に

当
該
施
設
の
所

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
項
の
勧
告

掲
げ
る
施
設
の
う
ち
鉄
道

在
地
を
管
轄
す

事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年

る
地
方
運
輸
局

法
律
第
九
十
二
号
）
第
八

長

条
第
一
項
の
認
可
に
係
る

も
の
以
外
の
も
の
又
は
法

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ

る
施
設
の
う
ち
専
用
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ
に

当
該
施
設
の
所

（
新
設
）

（
新
設
）

掲
げ
る
施
設
（
当
該
施
設

在
地
を
管
轄
す
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を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
地
方
運
輸
局

る
者
が
一
般
旅
客
定
期
航

長
（
運
輸
監
理

路
事
業
者
で
あ
る
も
の
に

部
長
を
含
む
。

限
る
。
）
に
係
る
も
の

）

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ
に

当
該
施
設
の
所

（
新
設
）

（
新
設
）

掲
げ
る
施
設
（
当
該
施
設

在
地
を
管
轄
す

を
設
置
し
、
又
は
管
理
す

る
地
方
整
備
局

る
者
が
一
般
旅
客
定
期
航

長
又
は
北
海
道

路
事
業
者
で
あ
る
も
の
を

開
発
局
長

除
く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ホ
に

当
該
施
設
の
所

（
新
設
）

（
新
設
）

掲
げ
る
施
設
に
係
る
も
の

在
地
を
管
轄
す

る
地
方
航
空
局

長

四

法
第
二
十
九
条
第
一

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ
に

当
該
施
設
の
所

三

法
第
二
十
九
条
第
一

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ
に

当
該
施
設
の
所

項
の
申
請
の
受
理
、
同

掲
げ
る
施
設
の
う
ち
鉄
道

在
地
を
管
轄
す

項
の
申
請
の
受
理
、
同

掲
げ
る
施
設
の
う
ち
鉄
道

在
地
を
管
轄
す

条
第
二
項
の
認
定
、
同

事
業
法
第
八
条
第
一
項
の

る
地
方
運
輸
局

条
第
二
項
の
認
定
、
同

事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年

る
地
方
運
輸
局

条
第
三
項
の
変
更
の
認

認
可
に
係
る
も
の
以
外
の

長

条
第
三
項
の
変
更
の
認

法
律
第
九
十
二
号
）
第
八

長

定
及
び
同
条
第
五
項
の

も
の
又
は
法
第
二
条
第
五

定
及
び
同
条
第
五
項
の

条
第
一
項
の
認
可
に
係
る

認
定
の
取
消
し

号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の
う

認
定
の
取
消
し

も
の
以
外
の
も
の
又
は
法

ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ

に
係
る
も
の

る
施
設
の
う
ち
専
用
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の

ロ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

（
略
）
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五

（
略
）

（
略
）

四

（
略
）

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第

２

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
法
第
二
十
五
条
第
十
二

八
項
の
助
言
（
法
第
二
十
五
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
の
助
言
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

）
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
、
立
入

、
立
入
検
査
及
び
質
問
に
係
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局

検
査
及
び
質
問
に
係
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長
、
地

長
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
、
地
方
航
空
局
長
、
運

方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
、
地
方
航
空
局
長
、
運
輸
支
局

輸
支
局
長
及
び
海
事
事
務
所
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

長
及
び
海
事
事
務
所
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
法
第
二
十
四
条
の
六
第

（
新
設
）

五
項
の
勧
告
に
係
る
も
の
（
道
路
管
理
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
地

方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）
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第
一
号
様
式

（第
七
条
第
一
項
関
係

）

第
一
号
様
式

（第
七
条
第
一
項
関
係

）
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第
二
号
様
式

（第
七
条
第
二
項
関
係

）

第
二
号
様
式

（第
七
条
第
二
項
関
係

）
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第
三
号
様
式

（第
八
条
関
係

）

第
三
号
様
式

（第
八
条
関
係

）
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- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -
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第
五
号
の
二
様
式

（第
十
四
条
の
五
関
係

）

（新
設

）
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第
五
号
の
三
様
式

（第
十
四
条
の
八
関
係

）

（新
設

）
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第
七
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
七
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）



- 30 -



- 31 -
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第
八
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
八
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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第
九
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
九
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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第
十
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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第
十
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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第
十
三
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
三
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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第
十
四
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
四
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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- 45 -

第
十
六
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
六
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
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（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省

令
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は

施
設
（
市
街
化
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
一
時
的
に

施
設
（
市
街
化
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
一
時
的
に

設
け
ら
れ
る
工
事
用
板
囲
そ
の
他
の
工
事
用
施
設
及
び
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事

設
け
ら
れ
る
工
事
用
板
囲
そ
の
他
の
工
事
用
施
設
及
び
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事

そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
工
事
に
伴
い
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又

そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
工
事
に
伴
い
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又

は
施
設
を
除
く
。
以
下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
高
齢
者
、
障
害

は
施
設
を
除
く
。
以
下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
条
第
六
項
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

第
十
条
第
五
項
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


